
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

五

五

号

外
務
省
に
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る
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収
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す
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外
務
省
に
お
け
る
白
紙
領
収
書
作
成
に
つ
い
て
の
起
訴
休
職
外
務
事
務
官
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
六
月
十
九
日
、
株
式
会
社
ア
ス
コ
ム
よ
り
発
行
さ
れ
た
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
佐
藤
優
起
訴
休
職
外
務
事

務
官
の
共
著
「
反
省

私
た
ち
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
？
」
の
六
十
九
頁
に
、
「
さ
ら
に
外
務
省
は
、
記
者
た
ち
に
白
紙
領

収
証
を
渡
し
て
、
彼
ら
を
懐
柔
し
て
い
た
。
な
ぜ
私
が
そ
う
断
言
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
ほ
か
な
ら
ぬ

私
自
身
が
白
紙
領
収
証
を
作
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
今
の
欧
州
局
長
の
原
田
親
仁
（
二
百
九
十
三
頁
参
照
）
さ
ん
に
言

わ
れ
て
作
っ
た
。
エ
ン
バ
シ
ー
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
モ
ス
コ
ー
（
モ
ス
ク
ワ
日
本
大
使
館
）
と
書
い
た
白
い
公
用
便
箋
の

右
下
に
、
日
本
大
使
館
の
ハ
ン
コ
を
押
す
。
こ
れ
で
白
紙
領
収
証
の
一
丁
上
が
り
で
す
。
そ
れ
を
同
行
し
て
き
た
記
者
団
に

配
る
。
記
者
た
ち
は
こ
の
領
収
証
に
適
当
な
数
字
を
書
き
込
ん
で
、
会
社
と
の
関
係
で
精
算
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
お

小
遣
い
を
稼
ぐ
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
有
印
公
文
書
偽
造
で
す
が
、
外
務
省
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
組
織
的
に
行
わ
れ
た
。

当
時
の
感
覚
か
ら
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
自
身
も
感
覚
が
麻
痺
し
て
い
ま
し
た
。
要
す
る
に
自
分
が
そ
こ
で
カ
ネ
を
つ

ま
ま
な
け
れ
ば
構
わ
な
い
ん
だ
と
い
う
発
想
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
組
織
犯
罪
に
関
与
し
て
い
た
と
い
う
問
題
に
気

づ
い
た
の
は
、
や
は
り
檻
に
入
っ
て
か
ら
で
し
た
ね
。
こ
れ
は
反
省
し
て
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
お
詫
び
す
る
し
か
な
い
話
で

す
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

一



二

ま
た
、
講
談
社
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
「
現
代
」
二
〇
〇
六
年
九
月
号
で
、
佐
藤
優
氏
が
「
最
強
の
『
情
報
分
析
官
』
に

よ
る
懺
悔
の
告
白

外
務
省
『
犯
罪
白
書
』
四

私
が
手
を
染
め
た
『
白
紙
領
収
書
』
作
り
」
と
の
見
出
し
で
論
文
を
発
表

し
て
お
り
、
そ
の
中
の
百
八
十
一
頁
に
「
筆
者
も
現
役
時
代
に
職
務
を
遂
行
す
る
中
で
、
人
に
は
言
え
な
い
よ
う
な
行
為
を

何
度
も
行
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
対
マ
ス
コ
ミ
工
作
の
一
環
で
上
司
の
命
令
に
従
っ
て
『
白
紙
領
収
書
』
を
作
成
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
い
ま
も
心
の
中
に
強
い
わ
だ
か
ま
り
が
残
っ
て
い
る
。

一
九
八
八
〜
八
九
年
、
在
ソ
連
邦
日
本
大
使
館
政
務
班
で
筆
者
の
直
属
の
上
司
は
原
田
親
仁
氏
（
現
欧
州
局
長
）
だ
っ

た
。
当
初
、
一
等
書
記
官
だ
っ
た
原
田
氏
は
プ
レ
ス
ア
タ
ッ
シ
ェ
（
報
道
担
当
官
）
を
つ
と
め
、
日
本
か
ら
外
務
大
臣
が
訪

問
す
る
際
の
同
行
記
者
団
の
ア
テ
ン
ド
を
担
当
し
た
。
同
行
記
者
団
に
は
幹
事
が
い
る
が
、
原
田
氏
か
ら
、
『
大
使
館
の
管

理
班
（
日
本
か
ら
の
来
客
に
対
す
る
便
宜
供
与
や
現
地
人
ス
タ
ッ
フ
の
労
務
管
理
を
担
当
す
る
班
）
に
行
っ
て
、
大
使
館
の

用
箋
の
左
上
にE
m
bassy

ofJapan,M
oscow

と
書
か
れ
て
い
る
レ
タ
ー
ヘ
ッ
ド
の
右
下
に
、
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う

に
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
書
類
を
作
っ
て
こ
い
』
と
命
じ
ら
れ
た
。
筆
者
が
『
口
上
書
（
外
交
上
の
公
式
文
書
）
に
用
い
る
文

書
班
が
保
管
す
る
公
印
で
な
く
て
い
い
の
で
す
か
』
と
質
す
と
原
田
氏
は
『
口
上
書
用
の
ス
タ
ン
プ
で
は
な
く
会
計
班
の
ス

タ
ン
プ
に
す
る
ん
だ
』
と
明
示
的
に
指
示
し
た
。

二



筆
者
が
指
示
さ
れ
た
通
り
の
書
類
を
作
り
、
封
筒
に
入
れ
て
原
田
氏
に
渡
す
と
、
原
田
氏
は
こ
の
封
筒
の
中
身
を
確
認

し
、
『
こ
れ
で
い
い
よ
。
サ
ン
キ
ュ
ー
』
と
筆
者
に
告
げ
た
後
、
幹
事
社
の
記
者
に
封
筒
を
渡
し
て
い
た
。
筆
者
が
外
務
省

報
道
課
の
担
当
官
に
『
こ
の
紙
は
何
に
使
う
の
か
』
と
質
す
と
『
記
者
た
ち
は
こ
こ
に
適
当
な
数
字
を
書
き
込
ん
で
、
会
社

か
ら
前
渡
し
さ
れ
た
経
費
の
精
算
を
す
る
。
こ
れ
で
少
な
く
て
も
十
万
円
、
テ
レ
ビ
局
な
ど
は
数
十
万
円
の
小
遣
い
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
で
外
務
省
が
記
者
に
対
し
て
「
貸
し
」
を
作
る
の
だ
』
と
い
う
カ
ラ
ク
リ
の
説
明
が
あ
っ
た
。

モ
ス
ク
ワ
だ
け
で
な
く
、
首
相
や
外
相
等
の
同
行
記
者
団
に
対
し
て
ど
の
在
外
公
館
（
大
使
館
・
総
領
事
館
・
日
本
政
府

代
表
部
）
で
も
行
っ
て
い
る
裏
便
宜
供
与
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
報
道
課
員
か
ら
聞
き
、
筆
者
は
驚
い
た
。
」
と
の
記
述
が

あ
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

一
と
二
の
記
述
の
内
容
は
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
。

四

三
で
、
事
実
を
反
映
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
外
務
省
か
ら
佐
藤
優
氏
に
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
か
。

五

四
で
、
意
見
を
伝
え
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
外
務
省
は
こ
れ
ま
で
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第

二
四
二
号
）
で
は
「
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
、
一
と
二
の
記
述
に
あ
る
よ
う
な
外
務
省
に
お
け
る
白
紙
領
収
書
作
成

の
事
実
を
認
め
て
い
な
い
が
、
外
務
省
が
あ
く
ま
で
白
紙
領
収
書
作
成
の
事
実
を
認
め
な
い
の
な
ら
ば
、
一
と
二
の
記
述
に

三



お
け
る
佐
藤
優
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
意
見
を
伝
え
な
く
て
は
外
務
省
の
対
応
と
し
て
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
外

務
省
の
認
識
如
何
。

六

一
と
二
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
原
田
親
仁
欧
州
局
長
が
か
つ
て
佐
藤
優
氏
に
白
紙
領
収
書
の
作
成
を
命
じ
た
と
い
う
事

実
は
あ
る
か
。
原
田
氏
本
人
に
確
認
を
と
っ
た
上
で
答
弁
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。

七

外
務
省
は
白
紙
領
収
書
作
成
の
事
実
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
公
の
場
で
明
ら
か
に
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
例
え

ば
、
白
紙
領
収
書
作
成
の
存
否
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
佐
藤
優
氏
並
び
に
外
務
省
の
関
係
者
が
国
会
に
招
致
さ
れ
た
場

合
、
国
会
の
場
に
お
い
て
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
一
と
二
の
記
述
は
、
外
務
省
職
員
で
あ
り
、
実
際

に
白
紙
領
収
書
の
作
成
を
行
っ
た
者
の
発
言
で
あ
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
公
の
場
で
白
紙
領
収
書
作
成
の
事
実
の
存
否
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


